
別紙１

仕 様 書

１．業 務 名

クリーンセンター響活性炭入替業務

２．業 務 場 所

下関市豊浦町大字宇賀１３５２８番地１２ クリーンセンター響

３．業 務 期 間

契約締結日から令和８年９月３０日まで

４．業 務 内 容

ごみピット脱臭装置の活性炭入替業務（入替作業場所等は別紙図面を参照）

（１）納入活性炭

以下の品質規格等を満たし、当該脱臭装置に適合するものであること。

１）品質規格

（参考品）

朝日ろ過材株式会社製 ゼオコール ＰＧ－Ｓ７ など

２）納入数量 ８,４６０Ｌ

（２）必要車両の準備（劣化炭回収用バキューム車、クレーン車、資材運搬用貨物車等）

（３）劣化炭の回収及び産業廃棄処分または認定工場による再生処理

（４）活性炭の充填

（５）飛散防止ネットの取外し及び再取付け。必要に応じネットの補修を行う。

（６）脱臭塔内の清掃及び点検

５．提出報告書類

（１）施行前

納入する活性炭の品質証明書（指定の品質規格を満たすことの証明）

（２）施工後

１）業務委託完了通知書 １部

２）計量証明書 １部

３）臭気濃度測定結果報告書 １部

分析方法は、『特定悪臭物質の測定方法』（昭和４７年環境庁告示第９号）によ

る。
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・活性炭入替前後 各１回、排出口箇所（臭気採集入口、出口）

・測定臭気成分（アンモニア、メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、

二硫化メチル）

４）使用済活性炭処理報告書 １部

５）取替作業記録写真 １部

６．その他

（１） 業務の実施に当たっては市職員と協議し、運転業務に支障ない様、作業日を決定す

ること。活性炭入替作業については、原則、日曜日に行うこと。

（２）労働安全衛生法等関係法令を遵守すること。

（３）廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守すること。

（４）別紙２「特記事項（環境編簡易）」及び別紙３「下関市暴力団排除条例による措置に

係る特記事項」を遵守すること。

（５）本仕様書に定める下関市への報告書等には、消せるボールペンを使用しないこと。


